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 佐賀県選挙管理委員会告示23号 

 公職選挙法事務規程（平成12年佐賀県選挙管理委員会告示第７号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年６月３日 

                                  佐賀県選挙管理委員会委員長  大  川  正 二 郎    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

第21号様式（第32条、第46条関係） 第21号様式（第32条、第46条関係） 

  略 

名簿

番号 
氏名 

代理投票の

事由 
補助者氏名 備考 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

略 

  略 

名簿番号 氏名 補助者氏名 備考 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  略 

第29号様式（第42条関係） 第29号様式（第42条関係） 

  略 

選挙人氏

名 

投票

月日 

代理投票

の事由 
補助者氏名 備考 

      

      

      

  略 

選挙人氏名
投票

月日
補助者氏名 備考 
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改正前 改正後 

      

      

      

      

      

      

      

略 

     

     

     

     

     

     

     

略 

※ １ この報告書は、不在者投票に添付し、選挙人の属する市町

村選挙管理委員会委員長に送付する。 

※ この報告書は、不在者投票に添付し、選挙人の属する市町村選

挙管理委員会委員長に送付する。 

２ 代理投票の事由には、身体の故障と文盲とがある。  

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 


